
関口博報告 くにたち住基ネット裁判 1 

くにたち住基ネット裁判勉強会・学習会の記録 
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 「え？ 住基ネットの裁判がまだあるの？」と思われた方が多くいらっしゃるのではないかと思いま

す。ふつうなら「住基ネットは繋いじゃったのだから、何もないんじゃないの？」ということですが、

国立市では、鈴木雄一防衛大学教授ほかの住民が 2つの裁判を起こしています。 

 ひとつめは、「不接続にしていたためにかかった費用」というのが問題だろうということで、関口に 40

万円1 払えという切断経費裁判（40 万円裁判）です。もうひとつは、不接続にしていたものを「接続」

したためにかかったお金は不要なものだったのだから、関口、上原に払わせろという再接続経費裁判

（3400 万円裁判）です。 
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 この裁判のもっとも根本的なところは、住基ネットを切断－－不接続にしていたことですね。2013 年

5 月 24 日、「共通番号法」が成立しました。この「共通番号制」－－昔は「総背番号制」という言い方を

しましたが、これが住基ネットの本来的な目的だったと私は思っています。 

 住基ネットというのは、個人個人の情報を結ぶコンピュータネットワークのインフラを整備するもの

ですが、この住基ネットという費用ばかりかかって何の利便性もない、費用対効果からいえばまったく

の赤字のシステムをわざわざ作ったのは、この共通番号制、総背番号制のシステムを作るためのインフ

ラ整備だったと、私は思っています 

 1999 年に私が国立の市議会議員になったときの最初の質問は、この住基ネット切断についてでした。

その当時から、総背番号制、共通番号制を見据えた住基ネットだと思っていましたので、このシステム

は非常に危険であると考えて、そのインフラとなる住基ネットについて「切ってほしい」ということを

述べたわけです。 

 その質問を受けて当時の上原市長が、弁護士さんと相談し、いろいろな人たちと相談し、市民にアン

ケートし、総務省に質問をして総合的に判断して切断した。私は市長時代、この上原市長の政策を引き

継いで不接続を継続してきたわけです。 

 

                                                   
1 当初の住民監査請求では約 700 万円（http://blog.goo.ne.jp/voice_of_kunitachi/e/b1b6887fe55bc0b2effa9e275879fdd2）。切断経費裁

判住民訴訟で東京地裁は、この一部について住民の請求を認める判決を出した。その認定額が 40 万円。 












